
 

 

 

 

 

 

報道機関各位 

 

 

高校生等の入院医療費無料化を開始 
 

 

 子育て世代の経済的負担を軽減するため、令和３年４月１日から、高校生等

の入院医療費の全額助成事業を開始しました。  

 

記 

 

１ 対象者 

・１５歳の誕生日以後最初の４月１日から１８歳に達する日以後の最初の 

 ３月３１日までの方（高校等に通っていなくても対象になります。） 

・就職や婚姻をしておらず、保護者に扶養されている方 

・生活保護を受けていない方 

・たつの市内在住の方（通学等の事由により、市外に住所を有する方を一 

 部含みます。） 

・高校生等の扶養義務者の市民税所得割税額が２３万５千円未満の方 

 

２ 助成内容 

  入院医療費の自己負担額を全額助成 

※通院は対象外です。 

 

３ 助成開始時期 

  令和３年４月診療分から 

 

４ 手続き方法 

  医療機関窓口で自己負担分を一旦支払っていただき、後日、申請により自

己負担相当額を支給します。 

たつの市定例記者会見資料 

発表年月日 令和３年４月５日（月） 

担  当  課 市民生活部国保医療年金課 

電   話 0791-64-3240 


